
ふくしま地域資源活用・地域連携サポートセンター事業 

公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 事業の目的  

本県では、豊かな農林水産資源を活用し、地域の多様な主体がそれぞれの強みを活か

して取り組む地域産業６次化をより一層推進し、農林漁業者の安定的な所得と雇用機会

の確保、農山漁村の活性化を図るため、ふくしま地域産業６次化戦略を策定し、「地域

産業６次化」を推進している。 

本事業では、活用可能な農山漁村の地域資源を発掘し、磨き上げた上で、これまでに

ない他分野と組み合わせる取組等、農山漁村の地域資源を最大限に活用し、新たな付加

価値を創出する取組を支援するため、相談窓口である「ふくしま地域資源活用・地域連

携サポートセンター」を設置・運営し、本県の地域産業６次化をより一層推進する。 

 

２ 事業の内容 

⑴ 委託事業名 

ふくしま地域資源活用・地域連携サポートセンター事業 

⑵ 委託費の上限額 

１０，０００千円（消費税及び地方消費税額を含む。）以内 

※ 提案された企画内容を実施するために必要となる全ての経費を含む。 

⑶ 事業及び内容 

別紙「ふくしま地域資源活用・地域連携サポートセンター事業委託仕様書（案）」のとおり 

⑷ 委託契約期間 

契約締結日から令和８年３月３１日（火）までとする。 

 ⑸ センターの稼働日 

   福島県との協議により決めることとする 

 

３ 主なスケジュール 

日 時 内 容 

令和７年２月２８日（金） プロポーザル実施要領の公表、募集開始 

令和７年３月 ７日（金）１７時まで 質問書の提出期限 

令和７年３月１１日（火）１７時まで 質問書への回答 

令和７年３月１３日（木）１７時まで 参加申込書の提出期限 

令和７年３月１４日（金） 参加資格審査結果通知 

令和７年３月１７日（月）１７時まで 企画提案書等の提出期限 

令和７年３月１９日（水） 一次審査（書面）結果の通知 

令和７年３月２６日（水） 二次審査（プレゼンテーション） 

令和７年３月下旬予定 審査結果の通知 

令和７年４月上旬予定 契約締結 

 

 



４ 応募に係る事項 

 ⑴ 参加資格 

 次に掲げる条件を全て満たした者とする。  

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない  

こと。 

イ 募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、県における入札参加資

格制限措置要綱の規定に基づく入札参加制限中の者でないこと。 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをした

者若しくはなされた者（同法第 41 条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた

者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始

の申立てをした者若しくはなされた者（同法第 33 条第１項に規定する再生手続き開

始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる

者でないこと。 

① 役員等（提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している

者を、提出者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事

務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団

又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められ

るとき。 

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしていると認められるとき。 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

オ 県税を滞納している者でないこと。 

カ 消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

キ 福島県域での農山漁村発イノベーション推進又は地域産業６次化推進に係る福島

県等の受託実績があること。  

ク 常に連絡調整ができるように、体制を整えておける者であること。  

ケ その他、県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

⑵ 募集要領等の入手方法 

募集要領及び提出書類等の様式については、農林企画課のホームページからダウンロ

ードして入手すること。なお、農林企画課窓口又は郵送等での配付は行わない。 

 

 



５ プロポーザルに係る提出書類 

  ⑴ 質問の受付 

ア 提出書類：質問書（様式第１号） 

イ 提出期限：令和７年３月７日（金）１７時まで（必着） 

ウ 提出方法：電子メール、FAX、郵送又は持参 

※ 電子メール又は FAX で提出の際は送信後に電話で着信確認すること。 

エ 回答方法 

質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの 

を除き、令和７年３月１１日（火）１７時までに農林企画課ホームページに掲載する。 

 ⑵ 参加の申込み 

ア 提出書類：①ふくしま地域資源活用・地域連携サポートセンター事業公募型プロポ

ーザル参加申込書（様式第２号） 

②会社概要や実施業務分野が記載されたパンフレット（１部） 

   イ 提出期限：令和７年３月１３日（木）１７時まで（必着） 

ウ 提出方法：電子メール、FAX、郵送又は持参 

※ 電子メール又は FAX で送信後、電話で着信確認すること。 

  エ 回答方法：福島県は、提出された書類を元に参加資格を確認し、その結果を令和７

年３月１４日（金）までに書面で通知する。 

  オ そ の 他：参加の申込みが無い場合は、企画提案書を受付することができない。 

  ⑶ 企画の提案 

  ア 提出書類：①企画提案書（下記のとおり） 

         ②県から受注した委託事業実績一覧（直近３箇年度） 

  イ 提出期限：令和７年３月１７日（月）１７時まで（必着） 

    ウ 提出方法：郵送又は持参 

         ※ 電子メール及び FAX による提出は受け付けない。 

 

＜企画提案書＞ 

以下｢提案１｣から｢提案５｣までを記載した企画提案書とする。提出部数は 10 部。 

様式は任意。用紙サイズは A4 判とし、両面 15 枚以内（30 頁以内）とする。必要に応

じて A3 判の折込みも可とするが、２頁としてカウントする。 

【提案１】考え方 

県内における農山漁村の地域資源を最大限に活用した、新たな付加価値を創出する

取組の現状を把握して、本事業を実施する上での基本的な考え方を示すこと。 

【提案２】各事業の取組内容 

①  ２の⑶における業務について、提案すること。 

② 関係団体等と連携を図りながら、委託期間を通した実施計画等、具体的な提案内

容となるよう配慮すること。 

③ その他、目的の達成に対する独自提案について【任意記載事項】 

【提案３】事業効果の設定と検証 

①  本事業で実施する取組内容を評価するための定量的な評価項目、その項目の現

状及び目標値を設定すること。 



②  各取組内容の実施結果を効果検証する方法を提案すること。 

【提案４】業務の実施体制 

①  本事業の目的を達成するための業務実施体制について提案すること。 

②  本事業の遂行に必要な「地域支援検証委員会」を設置し、実施体制に含めること。 

③ 本業務の遂行に当たっては、十分なマネジメント業務経験を有する者を統括企画

推進員として専従させること。専従予定者の所属、氏名、経歴、過去の実績等を明

記すること。 

【提案５】積算見積書 

２の⑶における業務の内容ごとにそれぞれの費目ごとの内訳が分かるよう記載する

こと。 

 ⑷ 提出先 

   質問書、参加申込書、企画提案書等の提出先は「９ 問合せ先及び提出先」のとおり。 

⑸ 留意事項 

提出書類の作成、プレゼンテーションに要する経費は全て提案者の負担とし、謝礼金

等の支払は行わない。また、提出書類の返還も行わない。 

 

６ プロポーザルの審査 

公募型プロポーザルの選定方式により、各参加者からの企画提案を受け、福島県はこれ

を総合的に評価し、業務委託予定者（単独随意契約の予定者）を選定する。 

⑴ 一次審査（書面） 

 参加者全ての企画提案書について書面審査を行い、二次審査におけるヒアリング対象

者を選定する。一次審査の結果については、企画提案書を提出した参加者全員に対して、

書面で通知を行う。 

 【一次審査の結果通知：令和７年３月１９日（水）】 

⑵ 二次審査（プレゼンテーション） 

  一次審査で選定された参加者に対し、二次審査において企画提案書のプレゼンテーシ

ョン及びヒアリングによる審査を実施する。 

ア  正式な開催日時及び場所は別途通知を行う。 

イ プレゼンテーションの時間は 25 分以内（15 分以内の説明、10 分以内の質疑）。 

ウ  その他参考資料（プレゼンボード、写真等）の持ち込みは可とするが、追加資料の

配付は認めない。 

エ 感染症等の状況によって、オンラインで審査を実施する場合がある。 

 【二次審査の実施：令和７年３月２６日（水）】 

⑶ 審査基準及び配点 

   下表の審査項目及び評価基準により審査を行う。特に、事業の取組内容や効率的かつ

効果的な事業の実施体制とともに、予算額の妥当性に重点を置き、審査を行う。 

 

 

 

 

 



審査項目 配点 評価基準 

１ 事業の取組内容  ４０点 業務の運営手法、内容の適格性、期待され

る効果等  

２ 業務の実施体制  １０点 実施体制、業務遂行能力・履行の確実性等  

３ 事業費の妥当性  １０点 事業費の妥当性等  

⑷ 審査結果の通知及び公表 

  審査会において、最も優れた提案を行った者を業務委託予定者に選定する。結果につ

いては、二次審査参加者全員に対し、書面で通知を行う。 

  なお、審査結果を農林企画課ホームページに掲載し、業務委託予定者を公表する。 

  【結果の通知及び公表：令和７年３月下旬】 

 ⑸ 契約の締結等 

  ア 仕様書の協議等 

   業務委託予定者は実施計画書を提出し、業務委託予定者と県が協議して､委託契約

に係る仕様を確定した上で契約を締結する。仕様書の内容は業務委託予定者が提案し

た内容を基本とするが､提案内容のとおりに反映されない場合がある｡ 

  イ 契約金額の決定 

協議結果に基づき仕様書を作成し､これに基づき改めて見積書を徴取し決定する｡な

お､見積金額は上限価格を超えないものとする｡ 

  ウ その他 

    この手続に参加したものが、参加資格のいずれかを満たさないこととなった場合、

又は見積徴取の結果、契約締結までに至らなかった場合は、審査結果において総合評

価が次点であった者と契約の協議をする。 

 

７ 不適格事項 

 この要領に定める手続以外の方法により、参加者が審査委員又は関係者に本プロポーザ

ルに関する援助を直接又は間接に求めた場合、その参加者を失格とする。 

 また、提出書類が次のいずれかに該当した場合についても同様とする。 

⑴ 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

⑵ 作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの 

⑶ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないもの 

⑷ 虚偽の内容が記載されているもの 

⑸ 委託費の上限を超過しているもの 

 

８ その他 

⑴ 提出された制作物等の権利は、福島県に帰属するものとする。 

⑵ 企画提案のあった回数、規模等を下回ることはできないため、実現可能な提案とす

ること。仮に実施計画書の内容を実施できない場合には、県と協議の上、それに匹敵

する内容、活動に変更することが可能であるが、内容によっては、委託料の減額とな

ることがある。 

⑶ 採用した企画提案内容を一部変更して契約する場合がある。 



⑷ 業務委託者が企画提案書に基づく履行ができなかった場合において、再度の履行が

困難又は合理的でないときは、福島県は業務委託者に対し、契約金額の減額、損害賠

償の請求、契約の解除、違約金の請求の対象とすることがある。 

⑸ 本事業は、令和７年度予算として執行するものであることから、事業は国及び県の

予算が決定し、令和７年４月１日以降で予算の執行が可能となったときに確定するも

のである。 

 

９ 問合せ先及び提出先 

〒９６０－８６７０  

福島県福島市杉妻町２番１６号（福島県庁 西庁舎９階）  

福島県 農林水産部 農林企画課（担当：主査 石田）  

電話 024-521-8041 FAX 024-521-7944 

E-mail：kikaku.aff@pref.fukushima.lg.jp 

mailto:kikaku.aff@pref.fukushima.lg.jp

